
当初案（43項目） 修正案（41項目）

1 目的
・「公文書は県民共有の知的資源」等を明記する。
・現在及び将来の県民への説明責務を全うする。

・「公文書は県民共有の知的資源」等を明記する。
・県民への説明責務を全うする。

2 定義
・「実施機関」＝情報公開条例と同一
・「公文書」「歴史公文書」「特定歴史公文書」を定義する。

・「実施機関」…情報公開条例の実施機関のうち地方独立行政法人と公社を除く。
・「公文書」と「歴史公文書」を定義する。

3 職員の心構え
・実施機関の職員は、公文書は次の世代に継承すべき記録であることを自覚し、誇り
を持って公文書の管理に取り組む。

・実施機関の職員は、公文書等は次の世代に継承すべき記録であることを自覚し、
適切に公文書等の管理に取り組む。

4 法令等との関係 ・公文書管理は、特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めによる。 （同　左）

5 作成
・実施機関の職員は、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績
を合理的に跡付け、又は検証ができるよう、文書を作成する。

・実施機関の職員は、事案の処理に係る意思決定や、事務事業の実績等につい
て、検証可能となるよう、文書を作成する。軽微なものを除く。

6 整理
・実施機関は、公文書を分類し名称を付し、保存期間を設定する。
・実施機関は、早い時期に保存期間満了後の措置を定める。

・実施機関は、公文書を分類し名称を付し、保存期間を設定する。

7 保存
・実施機関は、適切な場所、媒体で保存する。
・実施機関は、集中管理の推進に努める。

・実施機関は、適切な場所、媒体で保存する。

8 公文書ファイル管理簿
・実施機関は、ファイル管理簿を作成する。
・知事及び規則で指定する実施機関は、インターネット等で公表する。

・実施機関は、ファイル管理簿を作成する。
・実施機関は、ファイル管理簿を一般の利用に供する。

9
保存期間が満了したときの
措置

・知事は、保存期間が満了した公文書ファイルを、特定歴史公文書として保存し、保存
期間を延長し、又は廃棄する。
・規則で指定する実施機関は、保存期間が満了した公文書ファイルを、知事に移管し、
保存期間を延長し、又は廃棄する。
・上記以外の実施機関は、保存期間が満了した公文書ファイルを、保存期間を延長
し、又は廃棄する。

・実施機関は、保存期間が満了した公文書ファイルについては、保存期間を延長す
るものを除き、廃棄するものとする。
・知事は、静岡県公文書等管理審査会の意見を勘案し、実施機関が廃棄すること
とした公文書ファイルに含まれる公文書を歴史公文書として管理することが適当と
認めるときは、前項の規定にかかわらず、実施機関（知事を除く。）からの移管を受
けて、当該公文書ファイルを保存することができる。

10 公文書の電子的な管理 ・実施機関は、公文書の電子的な作成及び管理に努める。 ・実施機関は、公文書の電子的な管理に努める。

11 管理体制の整備 ・実施機関は、公文書管理に必要な体制を整備する。 （同　左）

12 管理状況の報告等
・実施機関は、ファイル管理簿の記載状況等の管理状況を毎年度知事に報告する。
・知事は、実施機関に対し資料提出を求めること等ができる。

・実施機関は、管理状況を毎年度知事に報告する。
・知事は、実施機関に対し資料提出を求めること等ができる。

13 公文書管理規程 ・実施機関は、公文書管理規程を設け、公表する。 （同　左）

14 歴史公文書の保存等
・知事は、特定歴史公文書を永久に保存する。
・知事は、目録を作成し、公表する。

・知事は、歴史公文書を適切な保存利用の確保に必要な措置を講じ保存する。
・知事は、目録を作成し、公表する。

15
歴史公文書の利用請求及
びその取扱い

・知事は、特定歴史公文書の利用請求があったときは、利用させる。 ・知事は、歴史公文書の利用請求があったときは、利用させる。

16 利用請求の方法 ・特定歴史公文書の利用を請求するものは、利用請求書を知事に提出する。 ・歴史公文書の利用を請求するものは、利用請求書を知事に提出する。

17 本人情報の取扱い ・本人の情報に対する利用請求は、利用させる。 （同　左）

18 利用請求に対する決定等 ・知事は、特定歴史公文書を利用させるときは、書面により通知する。 ・知事は、歴史公文書を利用させるときは、書面により通知する。

19 利用決定等の期限 ・利用決定は15日以内に行う（30日延長可能）。 （同　左）

20 利用決定等の期限の特例
・利用請求に係る特定歴史公文書が著しく大量の場合は、相当の部分を当該期間に
利用決定する。

・利用請求に係る歴史公文書が著しく大量の場合は、相当の部分を当該期間に利
用決定する。

21
第三者に対する意見書提
出の機会の付与等

・知事は、利用請求に係る特定歴史公文書に第三者の情報があるときは、意見書提
出の機会を与える。

・知事は、利用請求に係る歴史公文書に第三者の情報があるときは、意見書提出
の機会を与える。

22 利用の方法
・知事は、特定歴史公文書を利用させる場合は、文書等は閲覧又は写しの公布の方
法で行う。

・知事は、歴史公文書を利用させる場合は、文書等は閲覧又は写しの公布の方法
で行う。

23 費用負担
・写しの交付により特定歴史公文書を利用する者は、写しの作成及び交付に要する費
用を負担する。

・写しの交付により歴史公文書を利用する者は、写しの作成及び交付に要する費
用を負担する。

24 歴史公文書の利用の促進 ・知事は、特定歴史公文書が利用されるよう努める。 ・知事は、歴史公文書が利用されるよう努める。

25
移管元の実施機関による
利用の特例

・移管元の実施機関が特定歴史公文書を請求した場合は、利用制限しない。 ・移管元の実施機関が歴史公文書を請求した場合は、利用制限しない。

26 歴史公文書の廃棄
・知事は、特定歴史公文書が歴史資料として重要でなくなったときは、廃棄することが
できる。

・知事は、歴史公文書が歴史資料として重要でなくなったときは、廃棄することがで
きる。

27
保存及び利用の状況の公
表

・知事は、特定歴史公文書の保存及び利用の状況を毎年度公表する。 ・知事は、歴史公文書の保存及び利用の状況を毎年度公表する。

規則への委任 ・上記のほか必要な事項は規則で定める。 削　除

28
審査請求及び静岡県公文
書等管理審査会への諮問

・利用請求に対し不服がある者は、知事に対して審査請求することができる。
・知事は、静岡県公文書等管理審査会に諮問する。

（同　左）

29 諮問をした旨の通知 ・知事は、審査請求人に対し、諮問をした旨を通知する。 （同　左）

30
第三者からの審査請求を
棄却する場合等の手続

・21の規定は、第三者からの審査請求の際に準用する。 （同　左）

31 設置
・この条例により権限に属させられた事項を調査審議するため、静岡県公文書等管理
審査会を置く。審査会は、公文書等の管理に関する重要事項について意見を述べる。

・この条例により権限に属させられた事項を調査審議するため、静岡県公文書等管
理審査会を置く。

32 組織 ・委員５人以内で組織する。 （同　左）

33 委員
・任期は２年とする。
・秘密を漏らしてはならない。

（同　左）

規則への委任 ・上記のほか必要な事項は規則で定める。 削　除

34
審査事項
→審査会の役割

・規則の制定改廃、ファイル廃棄時に意見を述べる。
・審査請求の諮問に答申する。

（同　左）

35 資料の提出等の求め ・実施機関又は知事に、資料提出等を求めることができる。 （同　左）

36 研修
・実施機関は、当該機関の職員に公文書管理の研修を行う。
・知事は、歴史公文書に関する研修を行う。

（同　左）

37
刑事訴訟に関する書類等
の取扱い

・訴訟に関する書類は、「公文書の管理」の規定を適用しない。 （同　左）

38
組織の見直しに伴う公文書
の適正な管理

・実施機関は、組織の見直しがあった場合は、必要な措置を講じる。 （同　左）

県内市町の文書管理に関
する県の責務

・知事は、市町に対し、文書管理に関して必要な情報提供等の実施に努める。 削　除

39
静岡県情報公開条例の実
施機関の文書管理

－
・静岡県情報公開条例に規定する実施機関（本条例で規定する実施機関を除く。）
は、この条例の趣旨にのっとり、必要な措置を講ずるよう努める

40 規則への委任 ・上記のほか、条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。 （同　左）

罰
則
41 罰則 ・33の規定に違反した者は、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 （同　左）
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